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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公開番号】特開2000-210282(P2000-210282A)
【公開日】平成12年8月2日(2000.8.2)
【出願番号】特願平11-355825
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/03    ３７０Ｂ
   Ａ６１Ｂ   6/03    ３５０Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成21年1月8日(2009.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】 少なくとも１つのＸ線源と少なくとも１つのＸ線検出器アレイとを含んで
いるイメージング・システムを用いて、静止した構造と少なくとも１つの運動している構
造とを有する物体の画像を形成する方法であって、
各々の検出器アレイを用いて収集された投影データの平均差を決定する工程と、
該投影データの決定された平均差を使用し、該投影データをフィルタ処理して前記静止し
た物体を除去する工程と、を備えている前記方法。
【請求項２】 前記フィルタ処理後の投影データを用いて、前記物体の少なくとも１つの
強調画像を形成する工程を更に含んでいる請求項１に記載の方法。
【請求項３】 前記投影データをフィルタ処理して前記静止した物体を除去する工程は、
前記投影データの決定された平均差を使用を用いて推定背景データを形成する工程と、前
記投影データから前記推定背景データを減算する工程と、を含んでいる請求項２に記載の
方法。
【請求項４】 各々のフレームの投影データが、複数のピクセルを含んでおり、前記の推
定背景データを形成する工程は、
【数１】

に従って各々のピクセルの平均強度を決定する工程を含んでおり、ここで、Ｎ＝投影デー
タのフレームの数、及びＳk（ｉ，ｊ）＝ｋ番目のフレームの投影データのピクセル（ｉ
，ｊ）の強度である請求項３に記載の方法。
【請求項５】 前記投影データから前記推定背景データを減算する工程は、各々のフレー
ムの投影データから平均データを減算する工程を含んでいる請求項３に記載の方法。
【請求項６】 投影データを収集する工程は、少なくとも２つのフレームの投影データを
収集する工程を含んでいる請求項１に記載の方法。
【請求項７】 前記投影データをフィルタ処理して前記静止した物体を除去する工程は、
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第１のフレームの投影データと、少なくとも第２のフレームの投影データとの間の差デー
タを決定する工程と、差データ平均を決定する工程と、を含んでいる請求項６に記載の方
法。
【請求項８】 前記差データ平均を用いて、選択される投影フレームの部分を識別する工
程と、を含んでいる請求項７に記載の方法。
【請求項９】 前記投影データから前記選択された投影フレームの部分を除去して、フィ
ルタ処理後の投影データを形成する工程と、該フィルタ処理後の投影データを用いて、前
記物体の画像を形成する工程と、を更に含んでいる請求項７に記載の方法。
【請求項１０】 前記選択された投影フレームの部分に第１の重みを割り当てる工程と、
選択されていない投影フレームの部分に第２の重みを割り当てる工程と、前記重み付けさ
れた投影フレームを用いて前記物体の画像を形成する工程と、を更に含んでいる請求項８
に記載の方法。
【請求項１１】 前記運動している構造の運動時相を識別する工程を更に含んでいる請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】 前記第１の重み及び前記第２の重みはそれぞれ、前記運動している構造
の前記運動時相の関数である請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】 前記システムは、心臓の心拍周期を表わす心電図信号を更に含んでおり
、前記投影データをフィルタ処理して前記静止した物体を除去する工程は、前記心電図信
号を用いて、選択される投影フレームの部分を識別する工程を含んでいる請求項６に記載
の方法。
【請求項１４】 前記イメージング・システムは、第１のＸ線源と第１の検出器アレイと
第２のＸ線源と第２の検出器アレイとを含んでおり、各々の検出器アレイを用いて投影デ
ータを収集する工程は、前記第１のＸ線源及び前記第１の検出器アレイが前記物体に対し
て第１の角度に沿って整列している状態で、前記第１の検出器アレイを用いて第１の投影
データの少なくとも２つのフレームを収集する工程と、前記第２のＸ線源及び前記第２の
検出器アレイが前記物体に対して第２の角度に沿って整列している状態で、前記第２の検
出器アレイを用いて第２の投影データの少なくとも２つのフレームを収集する工程と、を
含んでいる請求項１に記載の方法。
【請求項１５】 前記第１の角度は前記第２の角度と等しくなく、前記第１の投影データ
と第２の投影データとを同期させる工程を更に含んでいる請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】 前記第１の投影データ及び前記第２の投影データの各々のフレームのそ
れぞれのフレーム対フレームの位置合わせを行う工程を更に含んでいる請求項１４に記載
の方法。
【請求項１７】 少なくとも１つのＸ線源と少なくとも１つのＸ線検出器アレイとを含ん
でおり、静止した構造と少なくとも１つの運動している構造とを有する物体の画像を形成
するイメージング・システムであって、各々の前記検出器アレイを用いて投影データを収
集し、収集された前記投影データの平均差を決定し、該投影データの決定された平均差を
使用し、該投影データをフィルタ処理して前記静止した物体を除去するように構成されて
いることを特徴とするイメージング・システム。
【請求項１８】 前記フィルタ処理後の投影データを用いて、前記物体の少なくとも１つ
の強調画像を形成するように更に構成されている請求項１７に記載のイメージング・シス
テム。
【請求項１９】 前記投影データをフィルタ処理して前記静止した物体を除去するために
、前記投影データの決定された平均差を用いて推定背景データを形成し、前記投影データ
から前記推定背景データを減算するように構成されている請求項１８に記載のイメージン
グ・システム。
【請求項２０】 前記投影データを用いて推定背景データを形成するために、前記投影デ
ータの平均差を決定するように構成されている請求項１９に記載のイメージング・システ
ム。
【請求項２１】 各々のフレームの投影データが複数のピクセルを含んでおり、前記投影
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データを用いて推定背景データを形成するために、
【数２】

に従って各々のピクセルの平均強度を決定するように構成されており、ここで、Ｎ＝投影
データのフレームの数、及びＳk（ｉ，ｊ）＝ｋ番目のフレームの投影データのピクセル
（ｉ，ｊ）の強度である請求項１９に記載のイメージング・システム。
【請求項２２】 前記投影データから前記推定背景データを減算するために、各々のフレ
ームの投影データから平均データを減算するように構成されている請求項１９に記載のイ
メージング・システム。
【請求項２３】 投影データを収集するために、少なくとも２つのフレームの投影データ
を収集するように構成されている請求項１７に記載のイメージング・システム。
【請求項２４】 前記投影データをフィルタ処理して前記静止した物体を除去するために
、第１のフレームの投影データと少なくとも第２のフレームの投影データとの間の差デー
タを決定し、差データ平均を決定し、該差データ平均を用いて、選択される投影フレーム
の部分を識別するように構成されている請求項２３に記載のイメージング・システム。
【請求項２５】 前記投影データから前記選択された投影フレームの部分を除去して、フ
ィルタ処理後の投影データを形成し、該フィルタ処理後の投影データを用いて、前記物体
の画像を形成するように更に構成されている請求項２４に記載のイメージング・システム
。
【請求項２６】 前記選択された投影フレームの部分に第１の重みを割り当て、選択され
ていない投影フレームの部分に第２の重みを割り当て、前記重み付けされた投影フレーム
を用いて前記物体の画像を形成するように更に構成されている請求項２４に記載のイメー
ジング・システム。
【請求項２７】 前記運動している構造の運動時相を識別するように更に構成されている
請求項２６に記載のイメージング・システム。
【請求項２８】 前記第１の重み及び前記第２の重みはそれぞれ、前記運動している構造
の前記運動時相の関数である請求項２７に記載のイメージング・システム。
【請求項２９】 心臓の心拍周期を表わす心電図信号を更に含んでおり、前記投影データ
をフィルタ処理して前記静止した物体を除去するために、前記心電図信号を用いて、選択
される投影フレームの部分を識別するように構成されている請求項２３に記載のイメージ
ング・システム。
【請求項３０】 前記イメージング・システムは、第１のＸ線源と第１の検出器アレイと
第２のＸ線源と第２の検出器アレイとを含んでおり、各々の前記検出器アレイを用いて投
影データを収集するために、該システムは、前記第１のＸ線源及び前記第１の検出器アレ
イが前記物体に対して第１の角度に沿って整列している状態で、前記第１の検出器アレイ
を用いて第１の投影データの少なくとも２つのフレームを収集し、前記第２のＸ線源及び
前記第２の検出器アレイが前記物体に対して第２の角度に沿って整列している状態で、前
記第２の検出器アレイを用いて第２の投影データの少なくとも２つのフレームを収集する
ように構成されている請求項１７に記載のイメージング・システム。
【請求項３１】 前記第１の角度は、前記第２の角度と等しくなく、前記第１の投影デー
タと第２の投影データとを同期させるように更に構成されている請求項３０に記載のイメ
ージング・システム。
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